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条

例

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
号

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例

(

設
置)

第
一
条

三
戸
郡
三
戸
町
を
起
点
と
し
、
八
戸
市
を
終
点
と
す
る
路
線
に
係
る
鉄
道
の
用
に
供
す
る
線
路
、
駅
、
土
地
そ
の
他
の
施
設

(

以
下

｢

鉄
道
施
設｣

と
い
う
。)

を
設

置
す
る
。

２

鉄
道
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

使
用
の
許
可)

第
二
条

鉄
道
事
業
法

(

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
二
種
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
鉄
道
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知

― ―2

�
�
�
�
�

�
�

�
	


�
	
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�



事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
の
制
限
等)

第
三
条

知
事
は
、
鉄
道
施
設
を
使
用
す
る
者

(

以
下

｢

使
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
使
用
者
の
鉄
道
施
設
の
使
用
を
拒
み
、

そ
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
使
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

鉄
道
施
設
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

三

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
鉄
道
施
設
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
鉄
道
施
設
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

使
用
料)

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
使
用
料
の
納
入
方
法
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
五
条

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
鉄
道
施
設
を
使
用
す
る
者
は
、
別
表
第
二
に
定
め

る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鉄
道
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則
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１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
路
線

(

当
該
路
線
を
そ
の
一
部
と
す
る
路
線
を
含
む
。)

に
つ
い
て
鉄
道
事
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第

二
種
鉄
道
事
業
の
同
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
第
二
条
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

３

鉄
道
施
設
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
規
則
で
定
め
る
者
に
係
る
第
四
条
第
一
項
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
、
規
則
で
定
め

る
金
額
に
相
当
す
る
当
該
使
用
料
の
額
を
減
免
す
る
。

別
表
第
一

(

第
四
条
関
係)

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

一

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

�

鉄
道
施
設
の
保
守
等
に
要
す
る
経
費
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
鉄
道
施
設
を
使
用
す
る
列
車
の
走
行
距
離
を
勘
案
し
て
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

�

鉄
道
施
設
の
保
守
等
に
要
す
る
経
費
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
鉄
道
施
設
を
使
用
す
る
列
車
の
走
行
距
離
及
び
重
量
を
勘
案
し
て
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
�

鉄
道
施
設
の
保
守
等
に
要
す
る
経
費
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
鉄
道
施
設
を
使
用
す
る
列
車
の
走
行
距
離
及
び
パ
ン
タ
グ
ラ
フ
の
本
数
を
勘
案
し
て
知
事
が
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額

�

鉄
道
施
設
の
保
守
等
に
要
す
る
経
費
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
�
か
ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
勘
案
し
て
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

イ
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

二

指
令
設
備
の
保
守
管
理
に
要
す
る
経
費
に
前
号
イ
の
�
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
額

― ―4



備
考

特
定
の
者
の
た
め
の
鉄
道
施
設
の
保
守
等
に
要
す
る
経
費
が
あ
る
場
合
の
当
該
者
の
使
用
料
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
経
費
に
相
当
す
る
額
を
第
一
号
イ
に
掲
げ

る
額
に
加
算
す
る
。

別
表
第
二

(

第
五
条
関
係)

備
考一

使
用
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
使
用
期
間
に
一
年
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
月
割
り
で
計
算
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
一
月
未
満
の
日
数
は
、
一
月
と
す
る
。

二

使
用
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
使
用
面
積
に
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総
面
積
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て

一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。
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三

延
長
が
一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
延
長
に
一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総
延
長
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
一
メ
ー
ト
ル
と
し
て

計
算
す
る
。

四

一
件
の
使
用
料
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
百
円
と
す
る
。

青
森
県
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
一
号

青
森
県
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
特
別
会
計
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
二
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
青
森
県
開
発
審
査
会
の
項
中

｢
行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、

｢

七
人｣

を

｢

五
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
三
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
十
九
条
第
一
項
の
表
中

｢

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二｣

を

｢

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
五｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

課
税
標
準
の
算
定
期
間｣

の
下
に

｢
、
同
項
第
一
号
の
二
の
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
六
月
の
期
間
若
し
く
は
同
項
第
一
号
の
三
の
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で｣

に
、

｢
(

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号｣

を

｢
(

同
項
第
一
号｣

に
改

め
、

｢

あ
る
も
の｣

の
下
に

｢

及
び
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
法
人｣

を
加
え
、

｢

第
八
条
の
四｣

を

｢

第
八
条
の
五｣

に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中

｢

第
二
項｣

を

｢

第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
五
十
三
条
第
六
項｣

を

｢

第
五
十
三
条
第
二
十
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
は
、
法
人
税
割
額
及
び
均
等
割
額
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ

き
期
限
内
に
申
告
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中｢

第
五
十
三
条
第
九
項
各
号｣
を｢

第
五
十
三
条
第
二
十
七
項
各
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

前
条
第
一
項｣

の
下
に｢

又
は
第
二
項｣

を
加
え
、

｢

修
正
申
告
書
の
提
出｣

を

｢

修
正
申
告
書
を
提
出
し
、｣
に
、

｢

通
知
に
よ
り
法
第
五
十
三
条
第
九
項
各
号｣

を

｢

通
知
を
受
け
た
こ
と

(

当
該
法
人
が
連
結
子
法
人

(

法
第

五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う
。
以
下
本
節
及
び
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

で
あ
る
場
合
又
は
連
結
子
法
人
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

(

法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
以
下
本
節
及
び
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
あ

る
連
結
親
法
人

(

法
第
五
十
三
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
を
い
う
。
以
下
本
節
及
び
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

若
し
く
は
連
結
完
全
支
配
関
係
が

あ
つ
た
連
結
親
法
人
が
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
の
通
知
を
受
け
た
こ
と)

に
よ
り
、
当
該
法
人
が
法
第
五
十
三
条

第
二
十
七
項
各
号｣

に
改
め
、

｢

増
加
し
た
法
人
税
額｣

の
下
に

｢

若
し
く
は
連
結
法
人
税
額

(
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
税
額
を
い
う
。
以
下
本
節
に
お
い
て
同

じ
。)

｣

を
、

｢

納
付
す
べ
き
法
人
税
額｣

の
下
に

｢

若
し
く
は
連
結
法
人
税
額｣

を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
中

｢

又
は
第
八
十
二
条
の
七
第
一
項
の
控
除
限
度
額｣

を

｢

若
し
く
は
第
八
十
二
条
の
七
第
一
項
の
控
除
限
度
額
又
は
同
法
第
八
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
連
結
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控
除
限
度
個
別
帰
属
額｣

に
、

｢

同
条
第
二
項｣

を

｢

同
条
第
四
項
、
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
中

｢

第
五
十
三
条
第
十
三
項｣

を

｢

第
五
十
三
条
第
三
十
二
項｣

に
改
め
、

｢

あ
る
法
人｣

の
下
に

｢

又
は
当
該
法
人

(

法
人
税
法
第
八
十
一
条
の

二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
に
限
る
。)

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人

(

連
結
申
告
法
人

(

法
第

五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
。
以
下
本
節
及
び
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
限
る
。)

｣

を
加
え
、

｢

同
項｣

を

｢

法
第
五
十
三
条
第

三
十
二
項｣

に
改
め
、

｢
課
税
標
準
の
算
定
期
間｣

の
下
に

｢

又
は
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間｣

を
、

｢

第
五
十
一
条
第
一
項｣

の
下
に

｢

若
し
く
は
第
二
項｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

｢
第
五
十
三
条
第
二
十
一
項｣

を

｢

第
五
十
三
条
第
四
十
一
項｣

に
改
め
、

｢

あ
る
法
人｣

の
下
に

｢

又
は
当
該
法
人

(

法
人
税
法
第
八
十
一
条
の

二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
に
限
る
。)

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人

(

連
結
申
告
法
人
に
限

る
。)

｣

を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
の
二
中

｢

第
六
十
五
条｣

を

｢

第
六
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
八
十
一
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人(

連
結
申
告
法
人
に
限
る
。)

は
、
法
人
の
県
民
税
を
納
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

第
三
十
七
条
第
五
項｣

を

｢

第
三
十
七
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中｢

又
は
損
金
の
額｣

を｢

若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
個
別
帰
属
益
金
額
又
は
損
金
の
額
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
個
別
帰
属
損
金
額｣

に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
第
一
号
中

｢

第
四
項｣

を

｢

第
七
項｣

に
、

｢

第
八
項｣

を

｢

第
十
一
項｣

に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
中

｢

よ
る
外｣

を

｢

よ
る
ほ
か｣

に
改
め
、

｢

受
け
た
と
き｣

の
下
に

｢
(

当
該
法
人
が
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
連
結
申
告
法
人

(

連
結
子
法
人
に

限
る
。)

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
親
法
人
が
当
該
連

― ―9



結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
国
の
税
務
官
署
の
更
正
又
は
決
定
を
受
け
た
と
き)

｣

を
加
え
る
。

第
六
十
八
条
の
二
中

｢

第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
三
項｣

の
下
に

｢

又
は
第
五
項｣

を
加
え
る
。

第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

第
三
十
七
条
第
五
項｣

を

｢

第
三
十
七
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

第
百
五
十
一
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

バ
ス｣

を

｢

自
動
車

(

バ
ス
以
外
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基

準

(

昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児
専
用
車
に
限
る
。)

｣

に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢

甲
種
狩
猟
免
許
又
は
乙
種
狩
猟
免
許｣

を

｢

網
・
わ
な
猟
免
許
又
は
第
一
種
銃
猟
免
許｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

丙
種
狩

猟
免
許｣

を

｢

第
二
種
銃
猟
免
許｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号)

第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
専

ら
放
鳥
獣
さ
れ
た
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
を
目
的
と
す
る
猟
区｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
六
十
八
条
第
二
項
第

四
号
に
規
定
す
る
放
鳥
獣
猟
区｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
三
中

｢

各
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割｣

の
下
に

｢

、
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割｣

を
加
え
る
。

附
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中

｢

法
人
税
額｣

の
下
に

｢

又
は
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
個
別
帰
属
法
人
税
額｣

を
加
え
、

｢

法
人
税
割
額
は｣

を

｢

法
人
税
割
額
又
は
当
該
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
額
は｣

に
、

｢
法
人
税
割
額
か
ら｣

を

｢

法
人
税
割
額
又
は
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
額
か
ら｣

に
、

｢

法

人
税
割
額
に｣

を｢

法
人
税
割
額
又
は
当
該
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
額
に｣
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

法
人
税
額｣

の
下
に｢

又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額｣

を
加
え
、

同
条
第
四
項
中

｢

事
業
年
度
が｣

を

｢

事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
が｣

に
改
め
、

｢

当
該
事
業
年
度｣

の
下
に

｢

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度｣

を
加
え
る
。

附
則
第
八
条
の
五
中

｢

第
六
十
八
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
六
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
二
の
見
出
し
中

｢

生
活
路
線
バ
ス｣

を

｢

生
活
路
線
バ
ス
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

又
は
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業｣

を

｢

、
一
般
貸
切

旅
客
自
動
車
運
送
事
業｣

に
、

｢

を
経
営
す
る｣

を

｢

又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

(

同
号
ハ
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。)

を
経
営
す
る｣

に
、

｢

地
方
バ
ス
路
線
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維
持｣

を

｢

地
域
住
民
の
生
活
交
通
の
確
保｣

に
改
め
、

｢

バ
ス
路
線
の
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の｣

の
下
に

｢

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の｣

を
加
え
、

｢

又
は
一
般
貸
切
用

バ
ス｣

を

｢

、
一
般
貸
切
用
バ
ス｣

に
、

｢

代
わ
る
路
線｣

を

｢

代
わ
る
も
の
の
う
ち
知
事
が
指
定
し
た
路
線｣

に
、

｢

に
限
る
。)

の
う
ち｣

を

｢

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。)

又
は
一
般
乗
合
用
タ
ク
シ
ー

(

地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
バ
ス
路
線
で
輸
送
人
員
の
減
少
等
に
よ
り
運
行
の
維
持
が
困
難
に
な
つ
た
た
め
廃
止
さ
れ
た
も
の
に

代
わ
る
も
の
の
う
ち
知
事
が
指
定
し
た
路
線
の
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)

の
う
ち｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
四
項
中

｢

公
害
防
止｣

の
下
に

｢

そ
の
他
の
環
境
保
全｣

を
加
え
、

｢

抹
消
登
録｣

を

｢

永
久
抹
消
登
録｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定(

｢

公
害
防
止｣

の
下
に｢

そ
の
他
の
環
境
保
全｣

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。)

は
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号)

附
則
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
、
第
百
七
十
条
の
改
正
規
定
は
鳥
獣
の
保
護
及

び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

の
施
行
の
日
か
ら
、
附
則
第
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定

(
｢

公
害
防
止｣

の
下
に

｢

そ
の
他
の
環
境

保
全｣

を
加
え
る
部
分
を
除
く
。)

は
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例

(
以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三

十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
、
同
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
同
日
以
後
に
終
了
す
る
計
算
期
間
分
の
法
人
の

県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
同
日
前
に
終
了
し
た
計
算
期
間
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

３

改
正
後
の
条
例
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定

(

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
法
人
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号)

附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
内
国
法
人
又
は
同
項
に
規

定
す
る
他
の
内
国
法
人
の
六
月
経
過
日

(

同
項
に
規
定
す
る
六
月
経
過
日
を
い
う
。)

の
属
す
る
事
業
年
度
後
の
各
連
結
事
業
年
度
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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４

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散

(

合

併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税

(

清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終

了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

改
正
後
の
条
例
第
百
五
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
三
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

改
正
後
の
条
例
附
則
第
九
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
四
号

青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例

(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中

｢

の
規
定
に
よ
る
保
健
所｣

を

｢

第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
町
村
の
保
健
指
導
に
関
す
る
事
項
を
分
掌
す
る
部
課｣

に
改
め
、

同
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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十
一

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

(

同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限
る
。)

を

行
う
事
業
所

(

同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。)

第
七
条
第
一
項
中

｢

特
定
施
設
等｣

の
下
に

｢
(

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、

｢

又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
等｣

を

｢

に
掲
げ
る
部

課｣

に
、

｢
同
項
第
十
号｣

を

｢

同
項
第
九
号｣

に
改
め
、

｢

、
及
び｣

の
下
に

｢

県
内
の
特
定
施
設
等
に
お
い
て｣

を
、

｢

従
事
し
た
場
合｣

の
下
に

｢
(

第
二
条
第
一
項
第

十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
県
内
の
特
定
施
設
等

(

同
項
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
を
除
く
。)

に
お
い
て
看
護
職
員
と
し
て
三
年
以
上
そ
の
業
務
に

従
事
し
た
後
、
直
ち
に
看
護
職
員
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、

｢

三
年
未
満
で
あ
る｣

を

｢

五
年
未
満
で
あ
る｣

に
改
め
、
同
項
の
表
中

｢

三

年
未
満｣

を

｢

五
年
未
満｣

に
、

｢
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て｣

を

｢

を
貸
与
期
間

(

二
年
に
満
た
な
い
と
き
は
二
年
と
し
、
二
年
を
超
え
る
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
そ
の
端
数
部
分
を
一
年
と
す
る
。)

の
二
分
の
五
に
相
当
す
る
期
間
で
除
し
て｣

に
、

｢

三
年
以
上｣

を

｢

五
年
以
上｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

、
県
内

の
特
定
施
設
等
に
お
い
て
、
看
護
職
員
と
し
て
そ
の
業
務
に
就
き
、
及
び｣

を

｢

、
県
内
の
特
定
施
設
等

(

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。)

に
お
い
て
、

看
護
職
員
と
し
て
そ
の
業
務
に
就
き
、
及
び
県
内
の
特
定
施
設
等
に
お
い
て｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

県
内
の
特
定
施
設
等｣

の
下
に

｢
(

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
改
正
前
の
青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例(

以
下｢

改
正
前
の
条
例｣

と
い
う
。)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
に
係
る
修
学
資
金

(

以
下

｢

従
前
の
修
学
資
金｣

と
い
う
。)

の
返
還
の
債
務
の
免
除
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
従
前
の
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例

(

以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣
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と
い
う
。)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
に
係
る
修
学
資
金

(

以
下

｢

新
規
の
修
学
資
金｣

と
い
う
。)

の
貸
与
を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
当
該
新
規
の
修
学
資
金

は
、
改
正
前
の
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
に
基
づ
き
貸
与
さ
れ
た
修
学
資
金
と
み
な
す
。

３

従
前
の
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
新
規
の
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
新
規
の
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
免
除
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
修
学

資
金
の
貸
与
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
改
正
後
の
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
五
号

青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
徴
収
条
例

第
一
条
中

｢

掲
げ
る
事
務｣

の
下
に

｢

並
び
に
計
量
器
の
基
準
と
な
る
計
量
器
の
依
頼
検
査
に
関
す
る
事
務｣

を
加
え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

― ―14

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

 
!
"
#
$

�
%
&
'
(



― ―15

�
�
�
�
�
�
�
�

	


�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
	



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
$
%
&
'
(
�
)
*
+
�
�
�
�
�
�

�
,
-
.
�
/
�
0
�
1
�

�
�
�
�
�
2
�
�

�
�
�
3
�
4
*
5

6
#
$
%
&
'
(
�

)
*
+
�
�
�
�
�

�
�
�
7
.
�
/
�

0
�
1
�

�
,
-
.
�
/
�
0
�
1
��
�
�
�
�
2
8
9
:
;
<
=
�
>
?
�
1
�

�
�
�
�
�
�
8
9
:
;
<
=
�
>
?
2
8
9
:
;
<
=

�
�
�
1
�

�
�
�
�
�
2
@
9
:
;
<
=
�
>
?
�
8
9
:
;
<
=

�
�
�
1
�

�
�
�
�
�
@
9
:
;
<
=
�
>
?
2
@
9
:
;
<
=
�

�
�
1
�

�
�
�
�
�
/
9
:
;
<
=
�
>
?
@
9
:
;
<
=
�
�

�
1
�

�
�
�
�
�
/
9
:
;
<
=
�
�
�
1
�

/
A
B
C
D

E
-
F
8
G

/
A
B
C
D

/
7
,
-
G
B
'
2
8
9
:
;
<

=
H
#
�
I
�
J
�
B
K
-
F
8

G
�
L
M
N
O
P

/
A
B
C
D

/
7
,
-
G

/
A
B
C
D

/
7
2
8
G

/
A
B
C
D

E
-
Q
8
G

/
A
B
C
D

2
-
R
8
G

/
A
B
C
D
R
-
R
8
2
@
G

S
T
�


�
U
V
W
X
Y
2
Z
[
\
]

^
_
`
a
E
@
/
b
c
a
,
d
a
�
b

:

�B
U
e
�
�
/
f
S
T
.
g
B
h

i
�
�
.
g

j
�
k
�
�
�
8
;
<
=
�
>
?
�
1

� j
�
k
�
�
�
8
;
<
=
�
�
�
1
�

/
A
B
C
D

E
-
F
8
G

/
A
B
C
D

R
-
�
8
G



附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
駐
留
軍
従
業
員
等
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男
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青
森
県
条
例
第
七
十
六
号

青
森
県
駐
留
軍
従
業
員
等
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
駐
留
軍
従
業
員
等
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

(

昭
和
五
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
研
修
室
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
十
七
号

青
森
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
漁
港
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
中

｢

青
森
県
鰺
ケ
沢
漁
港
管
理
会｣

を

｢

青
森
県
鰺
ケ
沢
漁
港
管
理
会

青
森
県
三
沢
漁
港
管
理
会

｣

に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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